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 第５期府中市男女共同参画推進懇談会は（以下、「第５期推進懇談会」という。）は、

府中市長から平成２１年５月２１日付で、府中市における男女共同参画のまちづくり

について、次の事項を平成２３年３月３１日までに検討し、報告するよう求められま

した。ここに、報告書にまとめましたので、提出いたします。 

 

 (１) 府中市男女共同参画計画の推進について 

  ア ＤＶ被害者支援のための取組について 

    上記の諮問事項については、深刻化するＤＶ被害者支援のために府中市が取

り組むべき事柄について、主にＤＶ被害者支援のためのワンストップサービス

の実現に注力して検討・協議し、『報告書』として次のとおりまとめました。 

 

  イ 府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書に関する第三者評価について 

    上記の諮問事項のうち、平成２１年度の府中市男女共同参画計画推進状況評

価報告書に関する第三者評価（以下、「第三者評価」という。）については、平

成２２年４月に中間報告いたしました。 

第三者評価につきましては、毎年実施される府中市男女共同参画計画推進状

況評価の中で、担当課が自己評価した事業項目のうち重点項目に掲げる項目に

ついて、項目評価、総合評価とその判定理由、改善策等の提言等をまとめ報告

するものです。 

引き続き、平成２２年度の第三者評価について検討・協議し、『報告書』と

して次のとおりまとめました。 

 

 (２) 府中市女性センターの事業計画及び運営のあり方について 

  上記の諮問事項については、女性センターの事業計画及び運営のあり方のうち、

女性センターの名称変更、講座等事業の運営等について検討・協議し、『報告書』

として次のとおりまとめました。 

 

(３) その他男女共同参画のまちづくりに必要な事柄について 

   上記の諮問事項については、各委員から寄せられた意見をとりまとめ、市の施
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策に反映させていただくよう要望の意味をこめて『報告書』として次のとおりま

とめました。 

 

 市におかれましては、次の『報告書』の内容を踏まえて、府中市の男女共同参画施

策の推進について、さらにご尽力くださいますことを切に願います。 

 

 

平成２２年３月２８日 

 

  府中市長 野 口 忠 直 様 
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はじめに 

 

 ＤＶ・配偶者からの暴力（以下「ＤＶ」という）、すなわちドメスティック・

バイオレンスとは、配偶者・パートナー（事実婚や元配偶者を含む）等、親密

な関係にあるものから支配的に振るわれる暴力を指します。また、恋人同士等、

婚姻関係にない段階（主に大学生や高校生等の若年層）におけるＤＶをデート

ＤＶと呼びます。 

 ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であること、また、ＤＶの

被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難な女性に対して配偶者が

暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げになっているとして、

国は、平成１３年４月１３日に『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（配偶者暴力防止法）』を制定・公布しました。その後、『配偶者暴

力防止法』は、平成１６年６月２日の第一次改正法の公布を経て、平成１９年

７月１１日に第二次改正法が公布され、平成２０年１月１１日に施行されまし

た。この第二次改正法では、被害者の立場に立った切れ目のない支援のため、

都道府県については被害者の支援における中核として、一時保護等の実施、市

町村への支援、職務関係者の研修等広域的な施策等を、市町村については身近

な行政主体の窓口として、相談窓口の設置、緊急時における被害者の安全の確

保、地域における継続的な自立支援等に積極的に取り組むことが望まれていま

す。 

 内閣府男女共同参画局が、平成２０年に実施した「男女間における暴力に関

する調査」の結果によれば、配偶者から“身体的暴力”“心理的攻撃”“性的強

要”のいずれかの行為を一つでも受けたことが「何度もあった」という人は、

女性で１０.８％、男性で２.９％となっています。府中市女性センターにおけ

る平成２１年度のＤＶに関する相談件数は、５８件あったということで、この

件数をどう見るかはともかく、市民の中にＤＶ被害者が存在している事実は否

定できないと言えます。 

 府中市におけるＤＶ被害者支援対策は、既に関係部署１０課の連携により推

進されているとのことですが、市長より、さらに行政としてのＤＶ被害者支援

の取組を推進するための方策を協議し、報告するよう諮問をいただきました。 

 そこで、府中市男女共同参画推進懇談会はこの問題について、全体会議で協

議して、委員から提案された内容をまとめるために起草委員会を持ち、報告書

案を作成し、この案を全体会議にかけて精査・協議し報告書をまとめました。 

 この報告書に提案しているＤＶ被害者支援のための諸項目を、関係部署が取

り組まれて、府中市におけるＤＶ被害者支援の施策を充実することを要望しま

す。 
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Ⅰ ＤＶ被害者支援のための行政の取組 

  行政が取り組まなければならないＤＶ被害者に対する支援としては、ＤＶ

被害者を受け入れる相談窓口の整備、緊急時における安全と保護に関する対

応の整備、そして生活及び自立にいたる支援等の整備が必要と考えます。 

  既に、府中市においては、関係部署の連携によりＤＶ被害者への支援対策

に取り組んでいるということですが、さらに支援対策を充実させるために必

要と考える諸項目について協議した対策を提案いたします。 

 

 １ ＤＶ被害者に対するワンストップサービスの実現 

   ＤＶ被害者に対する行政の第一段階の取組としては、被害者が必要な手

続きのために市役所の複数の窓口をまわるのが現状なので、ワンストップ

サービスを実施するために必要な諸項目について提案します。 

    

  (１) 専門相談室の設置 

    ＤＶ被害者相談のための相談室を設置する必要があります。この相談

室は被害者の安全・安心が不可欠なため、特別な配慮が必要です。室内

は相談がしやすいよう、被害者の精神状態、状況等に考慮し、カーテン

ではなくドアで仕切られた個室を完備し、心安らぐ環境にするよう配慮

します。 

   

  (２) ＤＶ被害者相談支援シート（仮称）の作成 

    ＤＶ被害者が相談に訪れた際に、相談受付のために記入する相談支援

シート（仮称）の作成を提案します。この１枚のシートを記入すること

で、相談員や担当窓口の職員が出向き、ＤＶ被害者が求めるサービスが

迅速に実施でき、また、その負担も軽減できるようなシートにします。 

    シートに記載する項目は、ＤＶ被害者が求めている支援が的確に分か

るようにし、どのような支援を実施したか経過を記載する欄も必要です。 

    また、このシートはプライバシーの保護の観点から、必ず管理を慎重

にし、パソコン等の媒体での使用を控え、情報管理の徹底に留意するこ

とが必要です。 

 

  (３) ワンストップサービス体制の構築 

    ＤＶ被害者支援のワンストップサービスの実現に伴い、体制の構築が

必要です。このワンストップサービスの体制の構築のために、まず、庁

内関係部署の連携体制を確立することが重要です。また、相談員には専

門家を配し、専門職員の配置も必要です。さらに、都や近隣の自治体、

警察、保健所、医療機関、児童相談所、学校等の関係機関とすぐ連携で
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きる対応システムの構築も必要です。このような一連の連携がすぐに分

かる組織概念図やチャート図等を盛り込んだ支援マニュアルを作成する

ことを提案します。 

 

 ２ ＤＶ被害者への支援対策 

  (１) 専門相談機関の案内 

    ＤＶ被害者のための専門相談機関・相談窓口が、府中市や都区市町村

に設置されていることを周知する必要があります。また、緊急性がある

場合は、警察（１１０番）に通報する手段があることも併せて周知しま

す。 

    ＤＶ被害者のために相談窓口では、ＤＶ加害者から避難する方法やそ

のための施設、シェルター（一時避難所）等の存在、また、保護命令の

手続きや、避難後の生活や子どものことなど、一連の相談を受け付け、

然るべき関係機関と連携します。このような支援が存在していることに

ついて、市民に周知することが肝要です。また、このような支援ルート

（支援の動向が分かるフローチャート図や機関名等）があることが分か

るもの（パンフレット等）の作成も有効です。 

 

  (２) カウンセリングの実施 

    ＤＶ被害者に対しては、ＤＶ被害に遭った直後のカウンセリングが重

要です。カウンセリングは、専門の相談員が時間をかけて被害者の正確

な情報を把握し、ケアすることが望まれます。今後の生活や就労に関す

ることなど、きめ細かいカウンセリングが必要です。ＤＶ加害者とも面

接ができるとより効果的です。また、ＤＶ被害者に子どもがいた場合、

その子どもへのカウンセリングが必要になる場合もあります。 

   

  (３) 自立のための支援 

    ＤＶ被害者が、自立生活ができるように支援するための行政の取組が

必要です。ＤＶ被害者の安全確保に配慮して、関係部署の連携のもとに、

生活保護の申請、就業支援、住居の支援、医療保険や年金の手続き等の

支援、また子どもの就学や保育等についての支援にも取り組む必要があ

ります。 

 

３ 職務関係者への啓発 

  (１) 関係機関との連携の拡充 

    現在、府中市では、ＤＶ被害者を支援するために必要な関係部署１０

課で「ＤＶ対策連携会議」を開催して情報交換を行っているとのことで
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すが、さらに連携を拡充するために、ＤＶ被害に関係する外部の連携機

関である警察、医療機関、保健所、児童相談所、民生委員・児童委員等

を交えた連携会議で情報交換を行い、ＤＶ被害者支援対策の充実を図る

ことを要望します。 

 

  (２) 連携会議の回数増加 

    庁内の関係部署による「ＤＶ対策連携会議」の開催回数を、少なくと

も年２回以上、また、外部の連携機関との会議を少なくとも年１回開催

することが望ましいと考えます。 

 

  (３) 情報交換や研修の充実 

    ＤＶ被害者支援に関する部署には、常時連携がスムーズにいくよう、

人員や体制をフォローしておくとともに、ケースカンファレンス、情報

交換会等を実施することや、研修等を充実することが望まれます。 

    また、庁内の職員を対象に、相談員養成のための研修を実施し、ＤＶ

に関する専門的知識を持つ職員の育成も望まれます。 

 

 ４ ＤＶ民間シェルターへの支援の充実 

   ＤＶ被害者及びその同伴家族に対して一時保護が必要な場合、民間シェ

ルターの活用が必須です。民間シェルターは限られた資金で運営しており、

増加するＤＶ被害者の保護には多くの費用がかかるため、運営上困難を来

たしているという現状があります。府中市としては、民間シェルターに対

し補助金を拠出していますが、更なる財政的支援を行うとともに、補助金

未交付である自治体等への積極的な働きかけなど、公的支援の充実を要望

します。 

 

Ⅱ ＤＶ被害者支援のための啓発・防止策 

  ＤＶ被害者支援の取組とともに、ＤＶ被害を防止することが必要です。 

  ＤＶ被害を防止するためには、ＤＶが人権侵害の犯罪であるということを

周知する啓発が必要と考えます。一番問題なのは、行っている行為がＤＶで

あると気がつかない人、受けた行為がＤＶと気がつかない人がいるというこ

とです。そこで、ＤＶについて正しく理解するための啓発・防止策について、

啓発の対象を「市民」と「児童・青少年」分けて検討しましたので、以下に

提案します。 

 

 １ 市民への啓発 

  (１) ＤＶ防止啓発パンフレット（仮称）の作成及び周知 

3－4 ３ 



 
 

    ＤＶが犯罪行為であることを、明確に分かりやすく理解できるような

啓発パンフレットを作成することが必要と考えます。パンフレットの内

容・体裁などについては、できれば作成委員会等を設置することを提案

します。 

    作成委員会の構成については、市の関係部署の担当職員や学識経験者、

ＤＶ相談員等以外に市民委員を公募して、市民目線でわかりやすい内容

にする必要があると考えます。 

    パンフレットを作成したら、これを市民に周知するための工夫が重要

です。出来上がったパンフレットは、市役所、市の公共施設はもとより、

学校、銀行、郵便局、駅、デパート、スーパーマーケット、コンビニエ

ンスストア、病院、保健所等、市民が立ち寄り、それらが目につくよう

なあらゆる場所に配布を要請して、ＤＶに関する知識やＤＶからの救済

情報を知らせることを要望します。 

    また、市のホームページ等のメディアを使うことも良いと思います。 

    「ＤＶ防止法」があることを知らない人も多いと思われ（実態調査が

必要）、かつ、行政はそれに対処する努力義務があること等、市民が知

っておくべき大事な保護法であることもＰＲすべきであると考えます。 

 

  (２) 広報ふちゅう等の活用 

    ＤＶ防止啓発の媒体として、広報ふちゅう、府中市ホームページ、わ

たしの便利帳、またケーブルテレビの市の広報番組やスポット広告など

を活用して、啓発活動をすることを提案します。 

    ケーブルテレビにＤＶの理解を深めるような番組作りを要請し、放映

することを提案します。ケーブルテレビの場合は、近隣他自治体と連携

をとることも良いと考えます。 

 

  (３) 商工会議所や地元企業等、自治会・町内会等との連携による啓発 

    市内で働く人たちや自治会・町内会を通して、市民にＤＶに関する知

識と理解を周知してもらう働きかけを行うことが重要です。 

    商工会議所や自治会・町内会等でＤＶに関するセミナーを開催するこ

とや、ＤＶ啓発パンフレットの配布に協力を要請することを提案します。 

 

  (４)  家庭における啓発 

    家庭において、両親のＤＶは子どもに悪影響を及ぼすこと、また子ど

もが暴力的な行動を身につけないように育てるなど、子育ての場におい

てもＤＶ防止の啓発が必要です。 

    こうした家庭づくりを促進するために、家庭教育学級や子育て支援講
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座等の場で、家庭におけるＤＶ防止の啓発をすることを要望します。 

 

  (５) 児童虐待防止のための啓発 

    ＤＶの裏には児童虐待が潜んでいることを啓発する必要があります。 

    上記の家庭・子育ての場における啓発に、この児童虐待についても触

れることを提案します。 

 

  (６) ＤＶ加害者に対する啓発 

    ＤＶ防止の啓発の対象に、ＤＶ加害者も入れる必要があります。 

    ＤＶになる暴力とは何か、加害者側に圧倒的に多い男性が振るう身体

的・精神的・経済的暴力が、社会的に構築された女性蔑視に根差すもの

であることを自覚させること、暴力は犯罪であると認識させること、暴

力を振るう感情やストレスを他者や弱者に向けても、暴力によって何も

解決しないことを自覚させることが大切です。 

    また、暴力を振るわないためのマインドマネジメントやコントロール

等を、若年層から成人、高齢者に至るまでの幅広い男性に向けて、ＤＶ

予防啓発講座を開催する必要があります。さらに、ＤＶ加害者の男性た

ちに対するカウンセリングやケアも必要です。 

 

 ２ 児童・青少年への啓発 

  (１) 学校教育における啓発 

    ＤＶの防止については、教育が効果を上げる手段とされています。 

    小学校及び中学校における総合学習や性教育等の学習時間に、ＤＶに

ついて理解させる教育をすることを提案します。その場合、デートＤＶ

についてもふれることを提案します。 

    わが国にＤＶ被害者が存在する根底には、男女共同（平等）参画社会

の実現が未だなされていないという事実があり、２１世紀のわが国の最

大の課題とされています。未来を担う児童・青少年に対する男女平等教

育の推進に期待しています。 

 

  (２) デートＤＶについての啓発 

    デートＤＶは、ＤＶと並んで最近注目されているＤＶ被害の一つで、

主に婚姻関係にない男女間で起こるとされています。被害者及び加害者

がデートＤＶであることを自覚でき、対処できるような内容を取り入れ

たデートＤＶについての啓発をすることが必要です。 

    デートＤＶについては、学校教育の場でも学習させることが必要です

が、デートＤＶについての啓発には、若者向けのパンフレットを作成し

3－6 ３ 



 
 

て、啓発することを提案します。 

 

おわりに 

 

 以上、ＤＶ被害者支援のための行政の取組について必要な事柄を提案してま

いりました。 

この報告書は、平成２０年１月１１日に国が施行した『配偶者暴力防止法』

において、市町村には努力義務とされている配偶者暴力に関する「基本計画」

に指針としてあげられている諸事項を精査・検討して作成いたしました。そこ

で、この「報告書」の諸提案に基づき、府中市におけるＤＶ被害者支援に取り

組んでいただければ、施策の推進をはかることができると考えます。ただし、

将来的に府中市におけるＤＶ被害者が増加する等の深刻な事態になった場合に

は、その実態を踏まえて、この施策をさらに充実させるために「基本計画」を

策定する必要があることを提起させていただきます。 

最後に、この「報告書」の提案を踏まえて、ひとりでも多くのＤＶ被害者が

救済されるよう、また、ＤＶの根絶と真の男女共同（平等）参画社会の実現に

向けて、行政が率先して尽力されることを期待します。 
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府中市男女共同参画推進懇談会 

 



はじめに 
 
   第５期推進懇談会は、平成２２年４月２３日に中間報告として、平成 

２１年度の「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書」（以下、「推

進状況評価報告書」という。）について、男女共同参画推進のための重点

項目として第三者評価が必要と認めて抽出した事業項目に対して検討・協

議した第三者評価をまとめて、市長に報告いたしました。 
   これに続いて、平成２２年度の「推進状況評価報告書」について、重点

項目として抽出した事業項目に対して検討・協議してまとめた第三者評価

を、ここに報告いたします。 

推進懇談会による第三者評価は、事業担当課の評価欄（推進状況評価報

告書の上段に記載されている。）を資料として評価し、「項目評価」「総

合評価」と「総合評価の判定理由」及び第三者評価の過程で推進懇談会委

員から提起された「改善策等の提言」を、第三者評価欄（推進状況報告書

の下段に記載されている。）に記載しています。 

   この第三者評価の過程では、平成２１年度の「推進状況評価報告書」に記

載した「改善策等の提言」について、すなわち、前年度の提言が次年度の事

業施策に活かされたかどうかも第三者評価の評価基準にしています。しかし、

事業項目担当課の中には、これを活かして事業に取組んでいないものがあり、

活かせなかった場合は、その理由説明を記載することを要望します。 
   また、「推進状況評価報告書」の記入欄にある「数値目標」については、

事業項目によっては数値化できないものもあるので、次年度からは、「目標

または数値目標」として、事業目標を文章で記載されることを提案します。 
   各事業担当課におかれましては、次年度の事業に取組むにあたり、推進

懇談会による第三者評価を活かして、改善すべきは改善して、府中市にお

ける男女共同参画のまちづくりのための施策を推進・実施されることを要

望します。 
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 あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ① 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

審議会等委員

の男女構成比

を そ れ ぞ れ

30％以上に促

進 

(001) 

 「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際して

は、男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよ

う努めた。なお、20 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり。 

 「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際して

は、男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよ

う努めた。なお、21 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり。 

３ 

総合計画後期基本計画にお

ける目標値「40％」には届か

なかったが、「30％」を越え、

着実に女性委員の採用が進ん

でいる。今後も男女構成比の

均等化を進める必要がある。 

「附属機関等の委員の選任

に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。団体等へ推薦を依頼す

る際には、女性委員を出す

よう働きかけを行う。 

 最終的な目標値は男

女構成比率 50％だが、そ

れに向けてまずは 40％

を目標として取り組む。 

全 庁 

政 策 課 
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総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
２１年度の数値目標が辛うじてクリアできたことは、評価しますが、女

性委員が３１．８％という数値は決して高いものではないので、この評価

にしました。 

改善策等の提言 

 この事業は、府中市における男女共同参画の推進状況の指標になるものです。 

 ２１年度の４７審議会・協議会等で女性委員が０の委員会が２機関、女性委員

の割合が３０％以下が１８機関あります。全体平均で辛うじて３０％を超えたと

しても充分とはいえない男女共同参画の現状といえます。女性委員の構成率の低

い審議会・協議会等を３０％を目標にして、女性委員を登用することを提言しま

す。今年度の事業計画に基づいて、女性委員の参画に一層努力して、総合計画後

期基本計画の目標値「４０％」を目指すことを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－2 4－3 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ① 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

すべての審議

会等へ女性委

員を登用する

ように促進 

(002) 

すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 48 機関のうち 43機関

で達成した。（89.6％） 

すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 47 機関のうち 45機関

で達成した。（95.7％） 
３ 

特定の分野の附属機関等は

女性委員を登用することがで

きない状態ではあるが、今後

も新規機関が増えていく中

で、女性委員の登用を働きか

けていく。 

 「附属機関等の委員の選

任に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。団体等へ推薦を依頼す

る際には、女性委員を出す

よう働きかけを行う。 

 当面の目標として、男

女両方を含む附属機関

等を 90％以上とする。 全 庁 

政 策 課 
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総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 ２１年度は、前年度の女性委員０の附属機関５機関を、２機関にできた

ことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業については、前年度の第三者評価の提言を活かされて付属機関への女

性委員の登用に取組まれたことを評価します。女性委員０の２機関は、専門的知

識を持つ女性が見つからなかったと理解します。今後とも、目標値９０％以上を 

１００％に近づけるように努力することを要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ② 女性の人材育成と活動支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

市民の自主的

学習活動の援

助 

(004) 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（20 年度登録団体数 

136 団体 ）。 

 第 22 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、333 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

６企画の応募があり、３企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（21 年度登録団体数 

130 団体 ）。 

 第 23 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、652 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

３企画の応募があり、２企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

３ 

 登録団体数は減少している

ものの、女性センターへの団

体登録として妥当な登録を精

査できたと捉えている。今後

は、既存の団体を含め、女性

センターの登録団体とする基

準の確認を行い、女性センタ

ーの趣旨に則した団体の登録

とそれに向けた支援に取り組

む。 

 女性センター登録団体

が、女性問題について関心

を持つという、登録団体の

趣旨に沿った形で自主活動

を行えるよう、支援に取り

組む。 

 また、女性センターの登

録団体とする基準を確認

し、女性センターと文化セ

ンター等の違いを市民に周

知する。 

 

 女性センターは、女性

問題に関わる団体の活

動拠点である。よって、

単に登録団体数を増や

すことを目的とせず、女

性問題に関わる団体の

増加に努めたい。 

 また、今後は学習時間

が取れない等、ゆとりを

がない方への支援を検

討する。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 女性センターの登録団体及び市民参加の主要事業への参加者数の増加、

登録団体数の減少については妥当な登録精査を行っている結果というこ

と、男女共同参画推進のための市民活動を援助していることで、この評価

にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画推進の拠点としての女性センターにおける市民の自主的学習活動

を援助するこの事業は、重要なものと考えます。２１年度の男女共同参画市民企

画講座に応募した３企画のうち２企画が実施されたとのことですが、市民活動を

支援するためにそれなりの予算がつくよう配慮することを要望します。また、学

習時間が取れない等の市民への支援についても前向きに検討してください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－6 4－7 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ③ 地域活動における男女共同参画の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

コミュニティ

活動等への参

加促進 

(010) 

文化センター圏域コミュニティ協議会委

託事業を通して、地域の各種団体等の方々と

年代を超えた交流とふれあいの場を広げ、コ

ミュニティ活動を積極的に展開した。 

実施回数 4,968 回、延べ参加者数 351,109 人 

文化センター圏域コミュニティ協議会委

託事業を通して、地域の各種団体等の方々と

年代を超えた交流とふれあいの場を広げ、コ

ミュニティ活動を積極的に展開した。 

実施回数 5,088 回、延べ参加者数 353,695 人 
３ 

 参加者数は天候に左右され

る面があるが、すべての文化

センター圏域で地域の特色を

踏まえた数多くの事業を実施

し、性別を問わず幅広い世代

で多数の参加者を得た。 

文化センター圏域コミュ

ニティ協議会委託事業を通

して、地域の各種団体等の

方々と年代を超えた交流と

ふれあいの場を広げ、コミ

ュニティ活動を積極的に展

開する。 

事業実施回数 5,000 回 

参加者数  355,000 人 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
文化センター圏域コミュニティ協議会委託事業として、前年度より実施

回数も延べ参加者数も増加して、性別を問わず幅広い世代の多数の参加者

を得たということから、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度のこの事業に対する提言が取り入れられていませんので、再び提案いた

します。 

 文化センター圏域コミュニティ協議会及びコミュニティ活動は、男女市民の参

加・参画の場であり、市の男女共同参画の推進につながります。この事業の参加

者数だけでは、女性市民の参加数は把握できませんが、事業を実施するコミュニ

ティ協議会の男女構成比や各種団体の女性の参画については、概数を出すことが

できるのではないかと考えます。地域活動における男女共同参画の推進状況が把

握できるような説明をお願いします。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか  ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－8 4－9 



 
 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ④ 安全・防災対策の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

地域安全リー

ダーの育成 

(018) 

 過去に実施した地域安全リーダー講習会

の修了者を一同に集め、「地域安全リーダー

のつどい」を開催した。 

10 月 11 日(土)参加者 71 名 

(女性７名、男性 64 名) 

地域安全リーダー講習会を開催した。 

開催日：平成 21年 6 月 21 日（土） 

参加者数：38名（女性５名、男性 33 名） １ 

女性の参加者数が全体の

15％にも満たないため、評価

を１とした。今後は団体への

参加の呼びかけを幅広く行い

たい。 

平成 23年 2月に地域安全

リーダー講習会を実施予

定。 

女性の参加者数 30% 

地域安全対策課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
市民の生死に関わる安全・防災対策のための地域安全リーダー講習会が、

年に１度しか開催していないにも関わらず参加者数が少なすぎること、さ

らに、女性の参加者数が１５％にも達していないことで、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 市民の生命と財産を守る安全・防災対策のための地域安全リーダー講習会は、

大変重要な事業であると考えます。安全・防災対策を推進する上で、男女を問わ

ず地域安全を担うための講習を受ける必要があり、男女同数の地域安全リーダー

を育成することが必須です。 

安全・防災対策の推進のために、女性の参加者数の増加とともに、この講習会

の開催をより多くの市民に周知し、多数の地域安全リーダーを養成することを要

望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ２ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか １ 

（d）適切な数値目標が提示されているか １ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－10 4－11 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ④ 安全・防災対策の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女双方の視

点を取り入れ

た防災対策の

推進 

(019) 

 総合防災訓練において、男女双方の住民の

参加を得て、避難所運営訓練を実施し、避難

所のあり方を考えた。 

総合防災訓練において、住民主体をなる避難

所運営訓練を実施したが、会場が小学校で、

主体となって運営したのが小学校の保護者

組織だったため、子供主体の訓練になってし

まい、男女双方の視点における避難所のあり

方や備蓄計画を立てるまで至らなかった。 
２ 

市と保護者組織双方の考える

避難所運営訓練の相違があっ

た為、計画通りには進まなか

った。今後さらに訓練等を重

ねて、防災マニュアルを策定

していく上で反映させられる

ようにする。 

今年度の総合防災訓練は、

昨年度地域防災スクールモ

デル事業を行った学校での

訓練であるため、昨年の訓

練を踏まえた訓練を実施

し、男女双方の視点からの

避難所運営や諸計画を立

て、防災マニュアル等に反

映させていく。 

総合防災訓練 1回 

防 災 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
２１年度の総合防災訓練が小学校の保護者組織に運営を委ねたことによ

り子供主体の訓練になり、事業目的である「男女双方の視点を取り入れた

防災対策の推進」が達成されなかったということで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

この事業の目的については、年１回の総合防災訓練の実施のみで達成されるも

のではないと考えます。地域住民が参加して行われる自治会等の防災訓練や学校

における防災訓練において、火事や地震等の体験学習や災害に備えて必要な備蓄

品の知識等、市民自身が自主的に防災対策を身に付けられるように指導してほし

いと思います。防災訓練の実施やその内容等については、きめ細かく市民に周知、

啓発する努力が必要であり、そのためにも、２２年度の計画に記載されている男

女双方の視点を取り入れた実効性のある防災マニュアル等の策定を期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－12 4－13 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ⑤ 市職員の男女共同参画の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性職員の参

画意識の向上 

(021) 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性職

員の参画を推進した。また、女性職員の昇任

試験受験率が向上するよう、所属長からも積

極的に受験の奨励に努めた。 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性職

員の参画を推進した。また、女性職員の昇任

試験受験率が向上するよう、所属長からも積

極的に受験の奨励に努めた。 
３ 

 女性職員に若年時から責任

のある仕事を担当させ、政

策・方針決定の場への参画の

推進により、昇任の意識づけ

を図った。今後も引き続き取

り組んでいきたい。 

 政策・方針決定の場への

女性の参画を推進するた

め、女性職員に対する昇任

試験受験奨励を継続する。 

 女性職員の昇任試験

受験が参画意識の推進

となるよう、受験率向上

を目指したいが、年度に

よって受験対象者数も

変動するため、数値での

目標提示はできない。 

全 庁 

市民活動支援課 

職 員 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 事業の取組が前年度と同じで、女性職員の参画、昇任試験への受験を奨

励したとのことですが、受験者数やその結果について記載されていないの

で、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言にあるように、市の男女共同参画施策の推進のためには、全職員にお

ける男女共同参画を推進する必要があります。その目標は、管理職に占める女性職員

の構成比を上げることです。 

 この事業が、「女性職員の参画意識の向上」とあるので、「昇任の意識づけを図った」

ことで実績としているが、その結果がどうなったかが、評価の基準になると考えます。

昇任試験への、女性受験者が少ない場合には、なぜ女性職員が受験しないのかを検討

し、その対策を練る必要があります。 

 また、数値目標についても、提言しましたように、管理職に占める男女比の現状か

ら割り出した目標を数値化するか、東京都や他市の管理職に占める女性職員の割合を

目標にして数値化することを、再度、提案いたします。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－14 4－15 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (２) 働く場における男女共同参画 
  ② 労働環境の整備 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

啓発活動の充

実 

(028)－① 

 男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要についてのパンフレットを配布し啓発に

努めた。 

男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要についてのパンフレットを配布し啓発に

努めた。 

３ 

男女雇用機会均等法、労働

基準法等の働き続けるための制

度があまり活用されていないの

で、制度について周知するた

め、各種パンフレットの配布によ

り、積極的に啓発活動を行っ

た。 

男女が対等で働きやすい

環境をつくるため、男女雇

用機会均等法や職場におけ

る育児・介護休業法に基づ

き定められている。 

仕事と子育てなど家庭生

活が両立できる雇用環境を

実現する参考資料として、

パンフレット等を配布し啓

発に努める。 

今後も、周知等を積極

的に行って、市民の方々

や事業所に幅広く活用

されるよう啓発する。 

住宅勤労課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 男女が対等・平等に働きやすい環境をつくるための制度について、改正

男女雇用機会均等法のポイント及び育児・介護休業法の概要のパンフレッ

トを配布して、市民への普及啓発に努めたことから、この評価にしました。 

改善策等の提言 

男女が平等に働きやすい環境をつくるためには、法律制度の説明パンフレットだけ

でなく、国や都等が実施している中小企業への各種助成金制度のパンフレット等を配

布することも重要であると考えます。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 
（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 
（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 
（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－16 4－17 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (２) 働く場における男女共同参画 
  ② 労働環境の整備 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

啓発活動の充

実 

(028)－② 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 また、市民にワーク・ライフ・バランスを

啓発するにあたり、市が率先してワーク・ラ

イフ・バランスを推進するために、職員を対

象としたワーク・ライフ・バランス啓発パン

フレットを作成した。 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 

３ 

 ワーク・ライフ・バランス

の基本概念と取り組み方を講

演会や、研修を通じて啓発で

きた。今後も正しい知識と高

い意識を醸成するため、さら

なる普及に努める。 

 ワーク・ライフ・バラン

スの実現のため、さらなる

意識改革、職場環境の醸成

に努める。 

 22 年度は５年に１度の職

員意識調査を実施し、ワー

ク・ライフ・バランス等に

関する職員の意識を調査す

る。 

 啓発事業年間１回以

上開催。 

 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 男女が平等で働きやすい環境をつくるために必要とされるワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）の普及啓発のために、市民への講演会

に加え、市職員への研修・講演会を開催したことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 ワーク・ライフ・バランスの推進には、地道な意識改革・職場環境の整備が必要で

す。このためには、国・都や労使団体等と連携して取組んでいくことが重要です。 

 今後もこの啓発事業の充実・推進に取り組まれることを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 
（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 
（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 
（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－18 4－19 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (３) 家庭との両立支援 
  ① 子育て支援の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

一時保育の拡

充 

(032) 

 育児疲れや出産・病気、そして断続的な就

労により、子どもの養育が一時的に困難な家

庭に対して、子どもを預かり、多様な保育ニ

ーズに応えた。 

 ・私立保育園…10 か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…17,035 人 

 母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、そ

して断続的な就労により、子どもの養育が一

時的に困難な家庭に対して、子どもを預か

り、保護者の多様な保育ニーズに応えた。 

 ・私立保育園…12か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・認証保育所等…５か所 

 ・利用人数…20,266 人 

４ 

新たに、認可保育所２か所、

認証保育所４か所、保育室１

か所で一時保育を実施し、

3,231人増となりました。 

 

年々増加している一時保育

ですが、保護者の断続的な

就労により一時保育を利用

する場合、経済的負担軽減

にため補助金を出し保護者

の負担軽減を図る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…12 か所 

・公立保育所…１か所 

・認証保育所等…9 か所 
子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 ２１年度のこの事業は、前年度の１１か所から１８か所において一時保

育を実施し、多数の幼児を受け入れて保護者の多様なニーズに応えたこと

等により、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 一時保育の拡充が順調になされていることは、子育て中の一時保育希望保護者にと

って歓迎されていることと思います。次年度の計画に補助金による利用保護者への負

担軽減を図ること、また、数値目標に実施保育所数をさらに増やす予定であることは、

この事業の継続的拡充が期待されます。 

前年度に提言したように、利用者に対して満足度や要望等についてアンケート調査

を行い、さらなる事業の充実を図ることを提案します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ５ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－20 

 

4－21 

 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (３) 家庭との両立支援 
  ① 子育て支援の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 303 人 

 １歳 514 人 

 ２歳 618 人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    167 人 

認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 309人 

 １歳 526人 

 ２歳 632人 

 

待機児童数（4 月１日現在） 

 273人 

２ 

毎年、保育所の定員増をし

ているものの、入所希望者が

増加する中、特に低年齢児の

待機児童が生じている。 

都全体で待機児童が増加す

る中、本市においては、保育

所新設等により平成２２年度

４月１日現在の待機児童数は

212 人と減少した。 

今後も待機児童の解消に努

める。 

認可保育所入所定員（4月 1

日現在運用定員） 

 ０歳 337人 

 １歳 582人 

 ２歳 696人 

 

 

平成２６年度目標 

認可保育所入所定員 

 ０歳 383人 

 １歳 649人 

 ２歳 760人 

 保 育 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 ２１年度はほぼ事業計画通りの受け入れをしていることは評価します

が、待機児童数２１２人（２２年４月１日現在）はまだ多数であると思わ

れますので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 保育所の定員増をしているにもかかわらず、低年齢児の待機児童が増加していると

のことで、保育所の増設を要望します。これからの保育所は、その施設が必要でなく

なったときに、高齢者や障がい者との交流のできるような共用施設にすることを提案

します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－22 4－23 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (１) 女性に対するあらゆる暴力の根絶 
  ① 家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

暴力を防ぐた

めの意識啓発 

(058) 

 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて講座を開催し、女性の自己防衛術

として、リアライズ代表の橋本明子氏による

WEN-DO に関する講座を実施した。 

11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に

合わせて講座を開催し、認定フェミニスト・

カウンセラーの小柳茂子氏によるアサーテ

ィブトレーニングに関する講座を実施した。 

３ 

 女性に対する暴力を防ぐた

めの講座を様々な角度から開

催することで、ＤＶに対する

問題意識を共有し、啓発活動

に努めた。 

 ＤＶは犯罪であり、根絶

のためには個人個人の意識

啓発が重要である。そこで、

関連講座を開催することに

より、さらなる認識の向上

に努める。 

 22 年度は女性問題相談カ

ードを作成し、各市内公共

施設に配架をする。ＤＶ被

害者に向けて女性問題相談

の周知を図る。 

 年１回以上啓発講座

を開催する。 

 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 ２１年度のこの事業が、女性に対する暴力・ＤＶ防止の意識啓発につい

ての啓発講座のみというのは、啓発活動に工夫が見られなかったことで、

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言が活かされていないのですが、ＤＶが犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害であることを市民に周知させる啓発活動、とくにＤＶ被害者が被害に遭った

場合の対処法についての情報、例えば相談窓口等についての情報を届ける工夫をする

ことを提案します。 

また、ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待等は、行政だけでは防ぐことはできないので、

警察、医療機関等や近隣住民の協力を得やすいシステム作りが必要であると考えま

す。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ２ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－24 

 

4－25 

 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－① 

 女性の健康のための啓発・健康維持を目的

とする各種の講座を開催した。 

講座名 回数 
参加 

人数 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ講座 

「女性だから気になる病気」 

1 24 人 

  

 女性の健康のための啓発・健康維持を目的

とする各種の講座を開催した。 

講座名 回数 
参加 

人数 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ講座 

「めざせ女子力ＵＰ！女性

の健康を考えよう！」 

1 11 人 

 

２ 

 リプロダクティブ・ヘルス

／ライツという言葉は、浸透

してきているが、定員 20 人に

対し、参加者が 11 人であり、

参加者は定員の 55％程度であ

ったため評価を２とした。 

 今後は、より多くの参加が

あるようにしたい。 

 リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ講座を１回以上

実施する。 

 その他、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツという

言葉の啓発に努める。 

 主催講座の参加者を

定員の 80％以上とする。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 この事業の取組として、２１年度も「リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ講座」を開催したが参加者が減少したということで、この評価にしまし

た。 

改善策等の提言 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツという言葉を啓発するために、継続して講座を

開催しているこの事業については、前年度にも提言がなされています。参加者数を増

加することができなかったのは、女性市民にとっては講座内容がイメージしづらかっ

たか、興味を持てなかったのではないかと思います。テーマの設定に工夫をしてくだ

さい。 

 また、女性センターにおける講座開催だけでなく、他の担当課の事業、家庭教育学

級、母親学級や両親学級等に出前講座をすることで、リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツの啓発を行うことを提案します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－26 4－27 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－② 

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,248 人 

6～7 か月児健康診査 2,160 人 

9～10 か月児健康診査 2,070 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,269 人 

3 歳児健康診査 2,000 人 

乳幼児発達健康診査 67 人 

乳幼児経過観察健康診査 147 人 

乳幼児精密健康診査 135 人 

妊婦健康診査（５回） 12,300 人 

産婦健康診査 2,223 人 

母親学級（4 回コース） 1,162 人 

両親学級（半日コース） 525 人 

ママクラスクッキング 57 人 

妊産婦訪問指導 316 人 

新生児訪問指導 1,649 人 

乳幼児訪問指導 459 人 

子育て相談室 4,372 人 

地域子育てクラス 97 人 

離乳食教室 1,084 人 

幼児食教室 110 人 

母子保健相談 895 人 

妊婦歯科健康診査 747 人 

親と子の歯みがき教室 264 人 

予防歯科指導教室 690 人 

幼児歯科検診 2,447 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,339 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 145 人 

母子栄養強化食品支給 613 人 

予防接種 25,914 人 

  

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,273 人 

6～7 か月児健康診査 2,166 人 

9～10 か月児健康診査 2,110 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,209 人 

3 歳児健康診査 2,160 人 

乳幼児発達健康診査 42 人 

乳幼児経過観察健康診査 159 人 

乳幼児精密健康診査 144 人 

妊婦健康診査（１４回） 23,829 人 

産婦健康診査 2,254 人 

母親学級（4 回コース） 1,321 人 

両親学級（半日コース） 581 人 

ママクラスクッキング 57 人 

妊産婦訪問指導 283 人 

新生児訪問指導 1,875 人 

乳幼児訪問指導 452 人 

子育て相談室 4,388 人 

地域子育てクラス 151 人 

離乳食教室 1,145 人 

幼児食教室 106 人 

母子保健相談 855 人 

妊婦歯科健康診査 805 人 

親と子の歯みがき教室 253 人 

予防歯科指導教室 601 人 

幼児歯科検診 2,401 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,804 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 14 人 

母子栄養強化食品支給 556 人 

予防接種 25,509 人 

  

３ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。妊婦健康診査は公費助成

が 5回から 14 回に増えたこと

により、受診者増につながっ

た。支援の必要な家庭に対し

てタイムリーで適切な支援を

実施できるよう関係機関との

連携体制をさらに整備するこ

とが課題である。 

 乳幼児の健康診査、相談、

及び教育事業を実施し、健

康の保持・増進に努める。

支援の必要な家庭に対して

適切でタイムリーな支援を

行う。 

 未受診者全件の状況

把握及び４か月児まで

の全戸訪問。 

健康推進課 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
母子の健康保持と増進を図るため、継続的に各種の事業を計画に基づい

て実施していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 これらの各種の事業を通して把握された府中市における母子の健康課題について

の説明が記載されていると、今後の母子の健康支援の方向性が判明すると考えます。 

 前年度の提言に、事業目標に掲げている４か月児までの全戸訪問について訪問戸数

を記載してくださいとありますが、２２年度には報告をお願いします。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－28 4－29 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

健康診査事業

の充実 

(069) 

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,965 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,445 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,218 人 

肺がん検診 197 人 

喉頭がん検診 88 人 

胃がん検診 3,578 人 

骨粗しょう症検診 704 人（すべて女性） 

  

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,469 人（すべて女性） 

子宮がん検診 

（クーポン券） 

2,568人（すべて女性） 

乳がん検診 3,084 人（すべて女性） 

乳がん検診 

(クーポン券) 

2,524人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,079 人 

肺がん検診 262 人 

喉頭がん検診 104 人 

胃がん検診 3,671 人 

骨粗しょう症検診 229 人（すべて女性） 

  

２ 

平成 21 年度より、女性特有

のがん検診推進事業として、

対象年齢の女性市民に乳が

ん、子宮がん検診のクーポン

券を送付し受診を促したた

め、受診者数は増加した。 

また、喉頭がん検診は受診者

数が最近減少していたが、平

成 21年度は前年度よりも増加

した。 

 各種がんや骨粗しょう症

等の早期発見、治療のため

の健康診査等、予防に重点

をおいた健康指導を行う。 

区分 22年度計画 

子宮がん検診 
4,300 人 

(すべて女性） 

子宮がん検診

(クーポン券) 
2,202 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,500 人 

(すべて女性） 

乳がん検診
(クーポン券) 

2,115 人 

(すべて女性） 
大腸がん検診 3,500 人 

肺がん検診 270 人 
喉頭がん検診 115 人 
胃がん検診 4,000 人 

骨粗しょう

症検診 

500 人 

(すべて女性） 

  

平成 21 年度に引続き子

宮がん検診、乳がん検診

についてはクーポン事

業を実施するため、前年

度と同様の受診者数を

目標としたい。 

健康推進課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 クーポン券の送付方式をとった子宮がんと乳がん検診の受診者は増加し

ていますが、検診ごとの受診者・未受診者についての分析がなされていな

いので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 長寿国になった日本人の半数が、がんに罹ると言われている現在、がん検診の受診

はがんの早期発見により完治につながる重要な健康検査です。前年度の提言にも記載

していますが、がん検診の重要性を市民に周知・啓発するとともに、計画人数を増や

してこの事業を充実するよう要望します。 

 また、すべてのがん検診についての分析は、業務のボリュームが大きいと思います

ので、検診対象を絞って、がんに対する意識や行動、検診の効果等についての分析を

進めて、がん検診の必要性を市民が認識するための知識・情報を伝えることを提案し

ます。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－30 4－31 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ② 年齢に応じた性に関する正確な知識の取得 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学校教育の中

での知識の提

供・啓発 

(077) 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 ３ 

 今後も継続して指導すると

ともに、児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、指導の充実を図り

ます。 

 市立小・中学校全校で、

学習指導要領に従い、保健

の授業を中心に児童・生徒

の発達段階に応じた指導を

行う。 

市立小・中学校 33 校で

実施 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 学校における「性に関する正確な知識の取得」は、男女共同参画社会推

進の重要な教育課題であり、その授業を市立小・中学校全校で実施したこ

とで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画社会推進の視点から、性に関する正確な知識を取得することは、児

童・生徒たち一人一人が正しく理解・判断できるようにする指導が必要です。市立全

小・中学校において、発達段階や特性に応じて、計画的に実施することが大切です。 

 保健の授業を中心にして指導しているということですが、指導内容及び方法の具体

的な記載をしてください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－32 4－33 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－① 

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 10 

身の上 55 

合 計 65 
 

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 ８ 

身の上 40 

合 計 48 
 

３ 

人権問題の相談は減少して

いるが、社会の複雑化のため

か地域や家族間の悩み事が増

加している。これに対し、相

談を受けに来た人には、適切

な助言・アドバイス等が行え

ている。 

なお、人権問題については、

埋没している問題も考えられ

るため、法務局と連携を取り

ながら活動を進めていく。 

毎月第１・３木曜日、午後

２時～４時に市民相談室で

実施する。 

相談は増減があるため、

適切な目標は定めにく

いが、過去３年の実績及

び埋没している人権問

題の早期発見も考慮し、

80件を目標とする。 広 報 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 市民の人権及び身の上相談に人権擁護委員が助言・指導するこの事業が、

継続的に行われたことで、この評価にしました。  

改善策等の提言 

 担当課による評価の内容と今後の課題及び目標についての記載が、数年間、同文で

あることには、工夫が必要と思います。 

 この事業については、相談件数内の女性の相談件数を明記することを要望します。

また、できれば、人権問題及び身の上相談について、具体的な内容を記載してあれば、

とくに女性の抱える問題が判明すれば、市民にとってこの相談窓口の充実度を判断す

ることができると考えます。人権問題については、法務局との連携をとりながら活動

するとありますが、市にある他の相談窓口との連携はどうなっているのでしょうか。 

市民相談室が受け付ける相談が、他の相談窓口や他機関との連携を必要としない場

合、その理由を記載してください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－34 4－35 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－② 

 女性問題相談の中で、ジェンダーにとらわ

れずに、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、性被害者や性差別に対す

る相談にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前９時～午後５時 相談員２人（月・火は

１人） 

(2) 20 年度女性問題相談総件数 1,052 件 

(3) 相談機関連携会議１回 庁内の相談機

関との連携を深めるとともに、各機関にお

ける窓口業務の中で、相談者への二次被害

を防ぐための対応を再確認した。 

 女性問題相談の中で、ジェンダーにとらわ

れずに、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、性被害者や性差別に対す

る相談にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前９時～午後５時 相談員２人（月・火は

１人） 

(2) 21 年度女性問題相談総件数 1,021 件 

(3) 相談機関連携会議１回 庁内の相談機

関との連携を深めるとともに、各機関にお

ける窓口業務の中で、相談者への二次被害

を防ぐための対応を再確認した。 

３ 

本市における 20 年度と 21

年度の相談件数を比べると、

件数が減少しているが、一概

に、女性に係る問題が減って

いるとは言えない。 

 また、認識している限り、

女性問題相談において、二次

被害が発生していないことを

評価した。 

 相談体制等については、

同内容で継続する。 

 引き続き、各機関との連

携を密に取り、二次被害の

防止に努める。 

 相談件数の目標を数

値化することは困難で

あるため、市民が相談し

やすい環境を整えるこ

とを目標とする。 

 二次被害については、

引き続き、起こさないよ

うに努める。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 複雑化している女性問題について多数の相談件数を少ない相談員でよく

対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業が女性から相談を受ける中に、性被害や性差別についての相談にも対応し

ていて、相談者への二次被害が発生していなかったことは評価に値すると考えます。 

ただし、前年度の提言にあるように、相談の内訳とその件数を記載することを要望し

ます。どのような問題が相談されているのかが判れば、同じ問題を持つ市民が安心し

て相談窓口に来ることができます。例えば、ＤＶの相談があった場合は、相談者が一

つの窓口で各種の行政サービスが受けられるように、窓口の一元化（ワンストップ・  

サービス）に取組むことを提案します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－36 

 

4－37 

 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－③ 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題につ

いて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,308 件 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に

ついて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,102 件 

３ 

 相談件数は減少している

が、引き続き専門相談員２人

体制で対応している。複雑・

多様化する相談に対応するた

め、精神保健福祉士の専門職

を配置し相談体制の充実をは

かった。 

 相談件数が増加すること

が見込まれるため、２人体

制を継続し、関係機関と連

携しながら相談に応じてい

く。 

専門相談員 ２人 

子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 母子家庭や寡婦・女性が抱えている複雑・多様な問題に、専門相談員２

人体制に、２１年度は精神保健福祉士の専門職１人を配置して多数の相談

件数に対応したことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に対応する相談窓口の充実は、相談者の自

立支援のために重要な事業です。 

ただし、相談件数だけでなく、その内訳、相談内容、自立支援につながった結果を

記載してください。それにより、この事業の充実度が明確に判断できると考えます。 

２１年度に、複雑・多様化する相談に対応するために、精神保健福祉士の専門職相

談員を配置されたこの相談窓口は、市民にとって心強い存在であると思います。前年

度に比べて相談件数が減少したのは、恐らく適切な解決ができた結果ではないかと推

察します。今後も他の相談窓口や関係他機関と連携しながら、継続してこの相談事業

の充実に努められることを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－38 4－39 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－① 

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体

制 

月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担

当 

保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件

数 

保健相談    3,856 件 

栄養相談     339 件 

歯科相談     177 件 

  

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体制 
月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担当 
保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件数 

保健相談    3,896 件 

栄養相談     372 件 

歯科相談     120 件 

  

３ 

 相談内容が多種多様化して

いる。相談から他の母子保健

事業への連動、訪問を実施し

ている。内容により関係機関

の紹介、連携も実施している

が、タイムリーによりよい支

援ができるよう関係機関との

連携強化が必要である。 

 新生児訪問や母親学級等

を活用して、子育て相談室

の周知を図る。 

 「子育て相談室」の活

用について全対象者に

周知する。 

健康推進課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
「子育て相談室」において妊娠・出産や育児等に関する多様な相談を、継続

して専門家が対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度と同じく「子育て相談室」の活用について全対象者に周知することを目標に

していますが、いろいろな手段で一般市民にも周知するよう努めてください。また、

よりよい支援ができるように関係機関との連携強化をして、この事業の充実を図かる

ことを要望します。 

 前年度の提言にも提案しましたが、働く妊産婦や子育て家庭のために、土日に相談

窓口を開設することを再度要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－40 4－41 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－② 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 182 育成 57 

養育困難 198 育児 258 

障害 28 その他 48 

保健 42 合計 813 

新規相談件数 813 件 

延べ支援回数 20,710 回 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 129 育成 47 

養育困難 197 育児 193 

障害 34 その他 30 

保健 34 合計 664 

新規相談件数 664 件 

延べ支援回数 19,826 回 

４ 

子育てに関する総合相談を

実施し、定期的な支援が必要

な家庭には、育児支援家庭訪

問事業を導入するなど、育児

不安や負担の軽減、児童虐待

の発生予防に努めた。また、

関係機関や児童相談所と連携

を取りながら、要保護児童の

保護など、適切な対応と支援

を行った。 

今後も関係機関との連携強化

や役割分担など、相談体制の

一層の充実が必要。 

身近なところで子育てに

関する相談が出来る場所を

設け、育児不安や精神的不

安の解消に努めるととも

に、定期的な継続支援が必

要な家庭には訪問員やヘル

パーの派遣を行う。 

児童虐待の未然防止を図る

ため、特定妊婦への支援な

ど保健センターと連携しな

がら、切れ目のない支援を

実施していく。 

 内容的に数値化は難

しい。 

子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
総合相談事業として、支援が必要な家庭には育児家庭支援訪問事業の導

入、育児不安や負担の軽減、児童虐待の発生予防等に努め、要保護児の保

護支援に適切に対応したということで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 総合相談事業の内訳区分と件数が表記されており、子育て中の市民の抱える問題が

理解され、、児童虐待や育児不安等の問題が身近に存在していることを一般市民も認

識して社会的に解決しなければならないと考えます。今後も関係機関と連携して事業

を充実・推進することを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ５ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか  

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－42 4－43 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－③ 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 30 か所 

 延参加人数：16,354 人（内児童 8,526 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：12,476 人（内児童 6,723 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 29 か所 

 延参加人数：13,474 人（内児童 7,047 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：8,725 人（内児童 4,698人） ４ 

情報交換、交流の場を提供

する中で、保育士等による相

談がなされている（生活、睡

眠、栄養、健康･発達、あそび、

排泄、かかわり等）。市内全域

で行われており、身近な相談

場所としても機能している。 

また、必要に応じ子ども家

庭支援センター、保健センタ

ーと連携し、支援を行う。 

平成２１年度は、新型インフ

ルエンザ流行の影響で参加者

数が少ない。 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコ

ーン」事業等 29 か所 

○園庭開放 週１回 15か所 

子育てひろば「ポップ

コーン」 

２２年度６か所から

２６年度１１か所を目

標 

保 育 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 育児相談、子育てひろば「ポップコーン」事業等、園庭開放が、多数の

子育て家庭に利用されていることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 子育てひろば「ポップコーン」事業等・園庭解放は、子育て家庭の家族・親子のコ

ミュニケーションの場として、市内に数多く配置することを要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－44 4－45 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－④ 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)20年度青少年・子ども相談件数 26 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)21年度青少年・子ども相談件数 40 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

３ 

 相談内容に応じて診療機関

を紹介する等適切なアドバイ

スがされている。 

 今後は、相談窓口の周知徹

底を図っていく。 

 引き続き、相談業務を実

施し、関係機関との連携を

図り、相談内容や状況に応

じた対応に努める。 

 さらに、周知方法や、内

容の充実の検討も同時に行

っていく。 

 今後も相談窓口の周

知等を積極的に行って、

市民から幅広く活用さ

れるように努めたい。 

児童青少年課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 青少年・子ども相談の件数が、前年度より増加しているということで、

この事業の必要性を理解して、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業が取組んでいる青少年・子ども相談については、件数の増減にかかわらず、

相談者にとっては必要であると考えます。 

相談体制が確立しているので、今年度のこの事業の充実を見守りたいと思います。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか  

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－46 4－47 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－⑤ 

メンタルフレンドを全小学校、スクールカウ

ンセラーを全中学校に配置した。小学校２校

に新たにスクールカウンセラーを配置した。 

教育センターにおける教育相談の実施(電

話相談 527 件、来室相談 396 件) 

全小学校を巡回相談員が訪問（相談件数

5,435件） 

全小学校にメンタルフレンドを配置 

全中学校・小学校３校にスクールカウンセ

ラーを配置 

スクールソーシャルワーカーを配置 

３ 

各相談機能の充実と更なる

連携によって相談体制の充実

を図るとともに、相談者にと

ってより相談しやすい環境を

整えていくことが今後の課題

である。 

 

教育センター内外の教育

相談機能の更なる充実を図

り、学校や関係機関との行

動連携を強化し、相談者の

抱える問題の早期解決を図

る。 

 内容的に数値化は困

難 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 教育センターにおける教育相談件数及び全小学校における巡回相談件数

と相談体制からこの事業の取組が進められていることで、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 前年度の計画では、小学校３校にスクールカウンセラー（臨床心理士）を配置する

予定でしたが、その計画が実施されていることは評価します。２２年度の小学校への

スクールカウンセラーの配置計画は、どのようになるのか明確な記載が必要です。 

児童・生徒の抱える問題の解決については、スクールカウンセラーの専門知識が必要

だと考えますので、全小・中学校・各校に配置することを要望します。 

また、前年度は目標も記載されていましたので、この欄にも記載してください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか １ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－48 4－49 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

福祉総合相談 

(086) 

 19 年度と同様に市、在宅介護支援センタ

ーを中心に高齢者の相談を受け付けている

なかで、高齢の女性や高齢の家族をもつ女

性の相談を積極的に受け、必要に応じて適

切なアドバイスを行うなど、女性が安心し

て生活を送れるよう相談業務の充実を図っ

た。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開

催、庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 20 年度女性の相談件数  6,627 件 

 20 年度と同様に市、在宅介護支援センター

を中心に高齢者の相談を受け付けているな

かで、高齢の女性や高齢の家族をもつ女性の

相談を積極的に受け、必要に応じて適切なア

ドバイスを行うなど、女性が安心して生活を

送れるよう相談業務の充実を図った。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開催、

庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 21 年度女性の相談件数 6,072 件 

３ 

 全体の相談件数の内、６割

が女性の相談。 

 虐待対応においては７割の

被虐待者が女性。 

 今後も相談を受けるだけに

とどまらず、適切なアドバイ

ス、支援が必要。相談者の権

利擁護のためには、関係機関

との連携が不可欠である。 

 市、包括支援センター、

在宅介護支援センターを中

心に高齢者の相談を受け付

けているなかで、高齢の女

性や高齢の家族をもつ女性

の相談を積極的に受け、必

要に応じて適切なアドバイ

スを行うなど、女性が安心

して生活を送れるよう相談

業務を行っていく。 

福祉相談担当者連絡会議を

通じ、各相談担当者のスキ

ルアップ、連携を深めてい

く。 

 女性からの相談件数

年間 6,000件 

高齢者支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 在宅介護支援センターを中心に受付けた高齢者の福祉総合相談、とくに、

かなり多数の相談件数の内、６割が女性で虐待相談の７割が被虐待女性と

いう深刻な相談に対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 相談件数には女性の相談件数のみが記載されていますが、全体の相談件数と、女性

の相談件数を記載してください。虐待対応の被虐待者の７割が女性ということです

が、これも実数で記載してください。 

 事業の取組と実績には、相談の具体的内容と件数、女性の相談件数を記載すること

を要望します。 

 消えた高齢者、孤独死、高齢者虐待等、高齢社会が厳しい現状の中、この事業は市

民にとって非常に重要なものです。この福祉相談事業をとおして把握されている課題

を分析して、高齢者のおかれている問題解決の施策を推進することを要望します。  

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－50 4－51 



 
Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ① 学校教育における男女平等の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行った。 

各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行うとともに、学校の教育活動全

体を通じて男女平等を意識した指導を推進

した。 

 

３ 

学校の教育活動全体を通じ

て男女平等を意識した指導を

行い、また、委員会を通じて

小・中学校の連携を意識した

人権教育の実践を展開した。 

教科、道徳、特別活動及

び総合的な学習の時間をは

じめ、学校の教育活動全体

を通じて男女平等を意識し

た指導を推進するとともに

教員に対して男女平等を含

む人権教育の研修を実施し

た。 

内容的に数値化は困難

である。 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 教員による「人権尊重教育推進委員会」の設置により、各校への点から

面への広がりが期待されること、指導の中核となるのは男女平等教育の推

進であることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女平等教育は、学習指導要領や発達段階に基づき、学校教育全体を通して推進す

ることが必要です。 

 また、前年度の提言にも触れていますが、「人権尊重教育推進委員会」の開催につ

いて、市立全小・中学校（３３校）教員の男女構成比、研修内容とその回数、及び研

修会の講師等についても、記載されることを要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－52 4－53 



 
Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ② 地域・家庭における男女平等の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学習・啓発講

座の実施 

(093) 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画社

会の実現に寄与し、その意識を啓発するため

の各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 72 人 

・男性のための料理講座   １回 16 人 

 固定的な性別役割分業意識を是正し、男女

が共にワーク・ライフ・バランスを実現でき

る社会の形成のため、その意識の見直しを啓

発できる各種講座を実施した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 69 人 

・男性のための料理講座   １回 12 人 

４ 

いずれの講座も定員以上の応

募があり、性別役割分業是正

に対する取組と市民のニーズ

が合致した講座を実施できた

と思われるため、評価を４と

した。 

啓発講座の内容を見直し、

より意識を醸成できる講座

を実施するとともに、男女

が共に地域や家庭に参画で

きるよう、ワーク・ライフ・

バランスの意識啓発にも努

めたい。 

女性のための大工講座…

５回 

 男性のための料理講座

…１回 

 ワーク・ライフ・バラ

ンス関連講座…１回 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 性別役割分業是正をテーマにしたいずれの講座も定員以上の応募者があ

ったということですが、前年度に比べて参加者が減っているので、この評

価にしました。 

改善策等の提言 

 固定的な役割分業意識の是正を目的にした講座が、継続的に開催され、応募者も定

員以上であったということで、市民ニーズに合致した講座の開催ができたと理解しま

す。女性のためには「大工講座」、男性には「料理講座」というテーマが継続されて

いるので、講座のテーマを変える必要もあるのではないかと思います。２２年度に計

画されている「ワーク・ライフ・バランス関連講座」の開催に期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－54 4－55 



 
Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ② 地域・家庭における男女平等の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

雇用主・労働

者双方への働

きかけ 

(095) 

男女雇用平等推進のために、広く職場にお

ける男女平等について、国や都と連携して、

雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、男

女雇用平等、非正規雇用関連の点検を中心

に、「男女雇用機会均等法・パートタイム労

働法・有期労働契約の締結、更新及び雇止め

に関する基準など」の労働者・労働組合・事

業主・人事労務担当・関心のある一般都民を

対象にセミナーを府中グリーンプラザで実

施し、申込者 101 人中、60 人の参加があった。 

男女雇用平等推進のために、広く職場にお

ける男女平等について、国や都と連携して、

雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

「雇用・雇止めのトラブル」をテーマに、労

働者・労働組合・事業主・人事労務担当・関

心のある一般都民を対象に労働セミナーを

府中グリーンプラザで実施し、申込者 121 人

中、79 人の参加があった。 

３ 

労働者だけでなく、雇用主

の意識啓発も重要であるた

め、今後も積極的に働きかけ

をしていきたい。 

アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 31％で、「参考になった」が

40％であった。合せると 71％

の受講者から良い評価があっ

た。一方、「少し参考になった」

が 13％、「参考にならなかっ

た」が 2％だった。 

 

男女雇用平等推進のた

め、広く職場における男女

平等について、国や都と連

携して、雇用主・労働者双

方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック

等により継続して推進す

る。 

また、東京都の労働行政

機関等と連携し、労働者・

一般都民向けセミナー等の

実施を行う。 

労働者向けのセミナ

ーを関係機関と連携し

実施する。 

参加者の増に努める。 

住宅勤労課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 男女雇用平等推進のために、雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施したこと、また東京都の労働行政

機関と連携して労働セミナーを府中グリーンプラザで開催したことで、こ

の評価にしました。 

 

改善策等の提言 

 地域・家庭における男女平等推進にあたっても、まず男女の固定的な性別役割分業

意識の変革、ワーク・ライフ・バランスの推進が重要です。 

 この事業に関して、２１年度に開催した労働セミナーのテーマ「雇用・雇止めのト

ラブル」に、ワーク・ライフ・バランスに関する話が出たかどうかは疑問です。働き

盛りの男性の長時間労働の解消、男性の育児休業の促進や女性の育児と仕事の両立

等、ワーク・ライフ・バランスの推進を啓発するためのテーマを選んで、市内の企業・

事業所の雇用者及び労働者、一般市民を対象にした講座や研修会を開催することを要

望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 
（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 
（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 
（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

4－56 4－57 



【別表１】 
府中市男女共同参画推進懇談会評価項目担当者一覧 

 
番号 分類 項目番号 項目 担当課 担当委員 

１ 
施策・広

報等に関

すること 

００１ 審議会等委員の男女構成比をそれぞれ

30％以上に促進 全庁・政策課 明石委員 
中里委員 

００２ すべての審議会等へ女性委員を登用す

るように促進 全庁・政策課 

０２１ 女性職員の参画意識の向上 全庁・職員課・市民

活動支援課 
０１８ 地域安全リーダーの育成 地域安全対策課 

０１９ 男女双方の視点を取り入れた防災対策

の推進 防災課 

２ 

労働・学

習活動に

関するこ

と 

００４ 市民の自主的学習活動の援助 市民活動支援課 清水委員 
中嶋委員 
四井委員 

 

０１０ コミュニティ活動等への参加促進 市民活動支援課 
０２８-① 啓発活動の充実 住宅勤労課 
０２８-② 啓発活動の充実 市民活動支援課 
０９３ 地域学習啓発講座の実施 市民活動支援課 
０９５ 雇用主・労働者双方への働きかけ 住宅勤労課 

３ 教育に関

すること 
０７７ 学校教育の中での知識の提供・啓発 指導室 

 
０８８ 男女平等教育の推進 指導室 

４ 女性に関

すること 

０５８ 暴力を防ぐための意識啓発 市民活動支援課 原委員 
青野委員 
井沢委員 

 

０６８-① 母子の健康増進 市民活動支援課 
０６８-② 母子の健康増進 健康推進課 
０６９ 健康診査事業の充実 健康推進課 
０８３-① 女性自身に関する相談の充実 広報課 
０８３-② 女性自身に関する相談の充実 市民活動支援課 
０８３-③ 女性自身に関する相談の充実 子育て支援課 
０８６ 福祉総合相談 高齢者支援課 

５ 

子育て・

子どもの

相談に関

すること 

０３２ 一時保育の拡充 子育て支援課 江田委員 
藤田委員 

 
０３６ 低年齢児保育の充実 保育課 

０８５-① 子どもに関する相談の充実 健康推進課 
０８５-② 子どもに関する相談の充実 子育て支援課 
０８５-③ 子どもに関する相談の充実 保育課 
０８５-④ 子どもに関する相談の充実 児童青少年課 
０８５-⑤ 子どもに関する相談の充実 指導室 

※ 正副会長は、分担せず総括的に関わる。 



人数 割合(%) 人数 割合(%)

1 府中市オンブズパーソン 附属機関 2 1 50.0 1 50.0

2 府中市情報公開審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

3 府中市個人情報保護審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

4 府中市情報公開・個人情報保護審議会 附属機関 10 7 70.0 3 30.0

5 府中市国民健康保険運営協議会 附属機関 17 14 82.4 3 17.6

6 府中市男女共同参画推進懇談会 類似機関 12 5 41.7 7 58.3

7 府中市ＮＰＯ・ボランティアとの協働推進懇談会 類似機関 8 6 75.0 2 25.0

8 国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存活用検討委員会 類似機関 9 9 100.0 0 0.0

9 市史跡武蔵国衙跡調査・保存活用検討委員会 類似機関 7 7 100.0 0 0.0

10 府中市文化財保護審議会 附属機関 10 9 90.0 1 10.0

11 府中市生涯学習審議会 附属機関 15 8 53.3 7 46.7

12 府中市美術品収集選定委員会 附属機関 6 5 83.3 1 16.7

13 府中市美術館運営協議会 附属機関 12 8 66.7 4 33.3

14 府中市民生委員推薦会 附属機関 14 8 57.1 6 42.9

15 府中市福祉のまちづくり推進審議会 附属機関 15 10 66.7 5 33.3

16 府中市介護認定審査会 附属機関 50 30 60.0 20 40.0

17 府中市地域包括支援センター運営協議会 類似機関 15 11 73.3 4 26.7

18 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会 類似機関 14 8 57.1 6 42.9

19 府中市障害認定審査会 附属機関 13 8 61.5 5 38.5

20 府中市障害者計画推進協議会 類似機関 16 10 62.5 6 37.5

21 府中市障害者等地域自立支援協議会 類似機関 18 7 38.9 11 61.1

22 府中市保健センター運営協議会 類似機関 9 7 77.8 2 22.2

23 府中市母子保健連絡協議会 類似機関 13 9 69.2 4 30.8

24 府中市保険計画中間評価協議会 類似機関 8 5 62.5 3 37.5

25 府中市歯科医療連携推進事業運営協議会 類似機関 10 7 70.0 3 30.0

26 府中市歯周疾患改善指導連携会議 類似機関 8 7 87.5 1 12.5

27 府中市食育推進計画策定協議会 類似機関 13 7 53.8 6 46.2

28 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 類似機関 15 6 40.0 9 60.0

29 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 類似機関 17 9 52.9 8 47.1

30 府中市要保護児童対策地域協議会 類似機関 26 19 73.1 7 26.9

31 府中市青少年問題協議会 附属機関 30 25 83.3 5 16.7

32 府中市放課後子どもプラン検討協議会 類似機関 14 11 78.6 3 21.4

33 府中市防災会議 附属機関 26 22 84.6 4 15.4

34 府中市国民保護協議会 附属機関 29 25 86.2 4 13.8

35 府中市環境審議会 附属機関 15 10 66.7 5 33.3

36 府中市交通安全対策審議会 附属機関 23 20 87.0 3 13.0

37 府中市緑の活動推進委員会 類似機関 28 19 67.9 9 32.1

38 府中市廃棄物減量等推進審議会 附属機関 14 10 71.4 4 28.6

39 府中市都市計画審議会 附属機関 17 16 94.1 1 5.9

40 府中市土地利用調整審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

41 府中市景観審議会 附属機関 10 7 70.0 3 30.0

42 府中市建築紛争調停委員会 附属機関 3 2 66.7 1 33.3

43 府中市建築審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

44 府中市立学校給食センター運営審議会 附属機関 17 9 52.9 8 47.1

45 府中市学校保健会 類似機関 20 13 65.0 7 35.0

46 学区域見直し検討協議会 類似機関 13 11 84.6 2 15.4

47 府中市特別支援教育就学指導協議会 類似機関 43 19 44.2 24 55.8

704 480 68.2 224 31.8

100% 68.2% 31.8%

附属機関 25

類似機関 22

計 47

男性委員

　計

女性委員

【別表２】
Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
　(1)　社会・地域における男女共同参画
　　①　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

平成２２年３月３１日現在

審議会、協議会等の名称 種別 委員数
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平成２３年３月 

府中市男女共同参画推進懇談会 

 



（２） 府中市女性センターの事業計画及び運営のあり方について 

 
  府中市女性センターは、平成７年に、女性の地位向上と男女共同参画を推進す

る拠点として開設され、男女共同参画について学習する市民を支援し、交流の機

会を提供する場として存在しています。開館１６年目を迎える府中市女性センタ

ーの今後のあり方について、委員から提案された意見を報告いたします。 

 

 (１) 「女性センター」施設名称の変更及び認知度の向上 

   開館以来現在まで、府中市は、「女性センター」という名称で男女共同参画

の拠点施設を運営しています。調べによると、東京都内に４１施設ある同様の

施設の名称は、３０施設が名称に「男女共同参画」、「男女平等推進」等を使

用しており、「女性センター」という名称で運営している施設は、わずか９箇

所でした。この事実を踏まえ、府中市も男女共同参画・男女平等参画施策を推

進する拠点施設として明確に位置づけるために、上記に触れた多くの自治体で

使用されている名称に変更することを提案します。 

   また、名称変更に伴い積極的な広報を実施し、施設の認知度の向上にも努め

ていだたきたいと要望します。 

 

(２) 女性センターの講座等事業の運営について 

 ア 講座等事業の企画及び集客について 

   女性センターの講座等事業は、府中市男女共同参画計画に基づき実施され

ていますが、形骸化しており集客率も低いと感じます。ただし、男女共同参

画を推進するために必要な情報に関する講座事業は、集客率に関係なく実施

することが重要です。今後は、市民に対して、男女共同参画・男女平等参画

に関してどのような講座を企画したらよいのか検証・分析し、より魅力的な

タイトルや講師による講座等の企画をされるとよいと考えます。また、市民

がどのような講座を求めているのかについても、把握・研究することも必要

です。 

   パソコン講座等の市民ニーズの高い講座は、今後は回数を増やすなど、積

極的な見直しを要望します。 

   これらの講座等事業の広報活動については、なかなか周知できていない現

実があるので、今後は広報誌に年間の事業計画を折り込む、別紙で特集号を

配布するなどして市民に広く広報していくことが必要だと思います。 

 

 イ 情報誌「スクエア２１」の有効な配布及び啓発について 

    女性センターの情報誌「スクエア２１」は、現在府中市内外へ配布されて

おりますが、府中市民の目にほとんど触れられていないように感じます。確

実に市民に情報を届ける方法として自治会の回覧を利用するなど、地域に密

着した配布方法を検討し、より有効な啓発に努めることを要望します。 
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 (３) 女性センターを貸館業務としないための方策について 

女性センターは本来、男女共同参画の推進のための拠点施設であって、この

設置目的に賛同している団体が登録団体になっていると聞きます。しかし、現

在はそういった目的を正しく理解せず、単に趣味活動のために利用する団体が

多くなっているようです。 

女性センターを貸館業務としないために、また、文化センターとは異なる目

的の施設であることを団体に認識させるために、女性センターの登録団体は、

女性センター主催の講座、講演会等事業に年２回の出席を義務付け、出席が０

回だった団体は次年度から登録を取り消すなどの措置を講ずるべきではないか

と考えます。 
 5－2 ３ 
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（３） その他男女共同参画のまちづくりに必要な事柄について 

 

  第５期推進懇談会が市長からの諮問を受けて協議・検討して提言する報告は、

府中市の男女共同参画を推進するために必要な事柄ですが、その他としては、前

期の推進懇談会が提言した「男女共同参画条例」の制定等を今年度も提案させて

いただきます。 

 

 (１) 「男女共同参画条例」の制定について 

   平成１１年に国は「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女共同参画社会

の実現は、２１世紀のわが国の最重要課題であるとしています。 

府中市は、平成１１年に「男女共同参画都市宣言」をして、男女共同参画宣

言都市となっています。一昨年、平成２１年は宣言から１０周年ということで

記念イベントが企画され、その啓発に努められました。 

府中市はこの宣言の他、市長を本部長とする「男女共同参画推進本部」を設

置し、「府中市男女共同参画計画～男女が共に参画するまち府中プラン」を策

定し、「府中市男女共同参画推進懇談会」を設置して市民からの意見を受け入

れ、男女共同参画のまちづくりの推進に努力していることは自明の事実です。 

更なる男女共同参画宣言都市の推進・実現を確実にするために、一刻も早い

「男女共同参画条例」の制定を要望します。「条例」を制定することで、男女

共同参画を推進・実現する具体的な基本方針・法的規定を明示することとなり、

市と市民等の責務、「推進懇談会」や「女性センター」等の位置づけについて

も規定され、男女共同参画のまちづくりを後退せずに推進することができます。 

国の「基本法」の制定後、平成２３年３月現在、千葉県を除く都道府県にお

いて「条例」が制定され、東京都では、２２区市が「条例」を制定しています。

（都市宣言は２区１１市です。） 

府中市が「条例」を制定することにより、市民にも男女共同参画のまちづく

りに対する関心が高まり、停滞している他区市の「条例」制定にもアピールで

きるものと考えます。 

 

 (２) 女性センターの設置場所変更について 

   現在、女性センターは準特急も止まらない中河原駅前ビル４階にありますが、

府中市の中心にある市役所と違い、多くの市民にとって利便性の悪い立地条件

に設置されていると思われます。 

   女性センターの認知度が低いことは、この設置場所に問題があると考えます。 

   多くの市民にとって利便性のよい場所に女性センターを設置することによ

り、女性センターの存在も認知され、府中市における男女共同参画推進に関す

る情報や講座事業等がより実効性を持って市民に周知されると思います。そこ

で、府中市の中心部である府中駅近くに設置場所を変更することもよいのでは

ないかと考えます。 
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会議の経過 

 開催日 内容 

平成２１年度 

第１回 

平成２１年 ５月２２日 市長より、「（１）府中市男女共同参画計画の推

進について」、「（２）府中市女性センターの事

業計画及び運営のあり方について」及び「（３）

その他男女共同参画のまちづくりに必要な事

柄について」の検討を依頼 

平成２１年度 

第２回 

平成２１年 ７月２３日 府中市市民企画講座の採点及び委嘱された

「（１）イ」について検討 

平成２１年度 

第３回 

平成２１年 ９月１７日 委嘱された「（１）イ」について検討 

平成２１年度 

第４回 

平成２１年１１月２６日 委嘱された「（１）ア及びイ」について検討 

平成２１年度 

第５回 

平成２２年 １月２９日 委嘱された「（１）イ」について検討 

平成２１年度 

第６回 

平成２２年 ３月１７日 委嘱された「（１）ア及びイ」について検討 

平成２２年度 

第１回 

平成２２年 ５月２６日 委嘱された「（１）ア」についての検討 

平成２２年度

第２回 

平成２２年 ７月１４日 委嘱された「（１）ア」についての検討 

起草委員会 

第１回 

平成２２年 ７月２９日 委嘱された「（１）ア」についての報告書の原

案作成 

起草委員会 

第２回 

平成２２年 ８月１８日 委嘱された「（１）ア」についての報告書の原

案作成 

平成２２年度

第３回 

平成２２年 ９月１３日 府中市市民企画講座の採点及び委嘱された

「（１）イ」について検討 

起草委員会 

第３回 

平成２２年１０月２２日 委嘱された「（１）ア」についての報告書の原

案作成 

平成２２年度

第４回 

平成２２年１１月２２日 「ＤＶ被害者支援のための取組について」のま

とめ 

「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告

書に関する第三者評価」原案作成 

平成２２年度

第５回 

平成２３年 １月２１日 「ＤＶ被害者支援のための取組について」のま

とめ 

「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告

書に関する第三者評価」原案作成 

平成２２年度

第６回 

平成２３年 ２月１７日 「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告

書に関する第三者評価」のまとめ 

委嘱された（２）及び（３）について検討 



 

委員名簿 

 氏名 選出区分 

会長 小西 厚子 学識経験者 

副会長 諸橋 泰樹 〃 

委員 

清水 有三 

（※平成２０年度は

後藤賢一氏が就任） 

〃 

委員 

原 綾子 

（※平成２０年度は

日高津多子氏が就任） 

〃 

委員 中里 豊治 市内関係団体代表 

委員 四井 秀成 〃 

委員 江田 廣子 〃 

委員 藤田 恵美 〃 

委員 青野 まり 公募市民 

委員 明石 光子 〃 

委員 井沢 サト子 〃 

委員 中嶋 正樹 〃 
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